
仕 様 書  

 

１  件 名  

柏 市 児 童 相 談 所 一 時 保 護 所 給 食 調 理 業 務 委 託  

 

２  目 的  

令 和 ９ 年 ２ 月 に 開 設 す る 柏 市 児 童 相 談 所 で は ， 児 童 福 祉 法 第 ３

３ 条 の 規 定 に 基 づ き ， 児 童 の 安 全 確 保 と ア セ ス メ ン ト を 目 的 に 児

童 の 一 時 保 護 を 行 う 。 児 童 相 談 所 に 設 置 す る 一 時 保 護 所 で は ， 原

則 ２ 歳 以 上 １ ８ 歳 未 満 の 児 童 が ， 保 護 者 等 に よ る 養 育 環 境 か ら 離

れ 生 活 す る 。  

一 時 保 護 所 の 生 活 に お い て ３ 食 の 食 事 は ， 発 育 ， 成 長 に 必 要 な

栄 養 素 を 摂 取 し て ， 子 ど も の 生 き る 権 利 を 保 障 し ， 更 に 自 身 の 満

足 感 や 情 緒 的 安 定 を 得 る た め に 重 要 で あ る 。 本 業 務 は ， 「 一 時 保

護 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 第 二 十 五 条 （ 衛 生 管 理 等 ） と

第 二 十 六 条 （ 食 事 ） 」 に 基 づ き ， 一 時 保 護 所 内 に お け る 給 食 調 理

に お い て ， 衛 生 管 理 ， 食 物 ア レ ル ギ ー 対 応 ， 健 康 管 理 な ど ， き め

細 か い 配 慮 を 行 い ， 温 か く ， 楽 し い 食 事 環 境 の 中 で ， 安 全 で 良 質

な お い し い 食 事 を 提 供 す る こ と に よ り ， 一 時 保 護 中 の 児 童 の 心 と

体 の 安 定 と 成 長 を 促 す こ と を 目 的 と す る 。  

 

３  契 約 概 要  

(1) 委 託 期 間  

令 和 ９ 年 １ 月 ４ 日 か ら 令 和 １ １ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で  

(2) 契 約 方 法  

総 価 契 約  

※ 給 食 食 材 の 購 入 に つ い て は ， 本 契 約 と は 別 に ， 発 注 者 と 受

注 者 が 給 食 材 料 購 入 委 託 契 約 を 締 結 し て 処 理 す る 。 １ 日 の

給 食 材 料 費 は １ 人 『 1,400 円 （ 税 込 み ） 』 を 目 安 と す る 。  

(3) 履 行 場 所  

柏 市 児 童 相 談 所 （ 千 葉 県 柏 市 十 余 二 313-92）  

(4) 業 務 時 間 帯  

午 前 ５ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ８ 時 ま で を 原 則 と す る 。  



※ 上 記 に よ ら な い 場 合 は ， 発 注 者 と 協 議 の 上 ， 決 定 す る 。  

 

４  給 食 提 供 基 準  

(1) 献 立 構 成  

１ 日 の 給 食 例  

基 本  主 食 ， 主 菜 ， 副 菜 ， 汁 物 ， 果 物 等  

朝 食  食 パ ン ， ベ ー コ ン エ ッ グ ， サ ラ ダ ， ヨ ー グ ル

ト ， バ ナ ナ  

昼 食  ナ ポ リ タ ン ， コ ー ル ス ロ ー サ ラ ダ ， コ ン ソ メ

ス ー プ ， ミ ニ ゼ リ ー  

夕 食  ご 飯 ， ぶ り の 照 り 焼 き ， 春 雨 サ ラ ダ ， け ん ち

ん 汁 ， い ち ご  

午 後 補 食  手 作 り お や つ ， 市 販 菓 子 ， 牛 乳 ， 野 菜 ジ ュ ー

ス  

※ 朝 食 に つ い て は ， 主 食 及 び 汁 物 を 除 く 献 立 の 一 部 に ク ッ ク

チ ル 食 品 を 使 用 す る こ と が で き る 。 た だ し ， ク ッ ク チ ル 食

品 の み を 恒 常 的 に 使 用 す る こ と を 前 提 と せ ず ， 手 作 り 調 理

と の 適 切 な 組 合 せ に よ り 提 供 す る こ と 。  

※ 果 物 等 は で き る 限 り 用 意 す る こ と 。  

※ 午 後 の 補 食 は ， 週 ３ 回 程 度 は ， 手 作 り の お や つ を 用 意 す る

こ と 。 そ れ 以 外 は 市 販 菓 子 で の 対 応 可 能 と す る 。  

 

(2) 給 食 の 種 類  

提 供 す る 給 食 の 種 類 に 関 し て は ， 発 注 者 が 委 託 栄 養 士 に 指

示 す る も の を 準 備 す る こ と 。  

給 食 の 種 類 は 下 表 の と お り 。  

種 類  内 容  

通 常 食  

日 常 の 食 事  

（ 月 に ３ 度 ， 児 童 の リ ク エ ス ト メ ニ ュ ー あ

り ）  



行 事 食  

季 節 の 行 事 食  

（ 正 月 ， ひ な ま つ り ， こ ど も の 日 ， 七 夕 ，

納 涼 祭 ， 七 五 三 ， ク リ ス マ ス 会 ， 毎 月 の 誕

生 会 ， 進 級 進 学 の お 祝 い ， 収 穫 祭 ， 節 分

等 ）  

弁 当 給 食  所 外 行 事 ， レ ク リ エ ー シ ョ ン （ 年 間 ５ ， ６

回 程 度 ）  

調 理 体 験  児 童 の 昼 食 ， お や つ 作 り の 材 料 納 入 と 準 備  

食 物 ア レ ル ギ

ー 対 応 食  

食 物 ア レ ル ギ ー 除 去 食  

特 別 食  エ ネ ル ギ ー 制 限 食 等 疾 病 や 宗 教 食 ， 児 童 の

特 性 等 に 応 じ た 食 事  

体 調 不 良 時 食  風 邪 や 腹 痛 を 訴 え た 児 童 に 対 し て ， お か ゆ

や う ど ん 等 嚥 下 し や す く ， 消 化 の 良 い も の

を 提 供 す る  

※ 弁 当 給 食 に つ い て は ， 食 品 衛 生 上 ， 調 理 後 ２ 時 間 以 内 に 食

べ る こ と が で き る よ う ， 調 理 時 間 に 合 わ せ ， 発 注 者 が ， 近

接 外 出 先 へ 搬 送 す る 。  

 

５  一 時 保 護 所 及 び 給 食 提 供 の 概 要  

（ 1） 調 理 食 数 及 び 提 供  

一 時 保 護 所 は ， 児 童 の 安 全 を 確 保 す る た め ， ２ ４ 時 間 ３ ６ ５

日 ， 児 童 を 一 時 保 護 す る 場 所 で あ り ， 入 所 児 童 定 員 は ２ ５ 名 だ

が 定 数 を 超 え て 入 所 す る こ と が あ る 。  

一 日 の 食 事 は ， 児 童 一 人 当 た り 朝 食 ， 昼 食 ， 夕 食 の ３ 食 及 び

お や つ を 基 本 と し ， １ 回 の 食 数 は ， ３ ５ 食 程 度 ， 昼 食 ， 夕 食 は

最 大 ４ ５ 食 と す る 。  

児 童 相 談 所 の 性 質 上 調 理 食 数 等 の 指 示 後 ， 児 童 が 入 退 所 す る 場

合 が あ る た め ， 調 理 業 務 に あ た っ て は 柔 軟 に 対 応 す る こ と 。  

発 注 者 か ら 当 日 の 午 前 ５ 時 ３ ０ 分 ま で に １ 日 単 位 の 給 食 提 供

連 絡 票 を 受 領 し ， 実 際 の 調 理 食 数 を 把 握 す る （ 受 領 後 ， 食 数 の



変 更 が 生 じ た 場 合 は ， そ の 都 度 ， 市 か ら 報 告 を 受 け る 。 ） 。 ま

た ， 食 数 最 終 決 定 〆 切 時 刻 以 降 の キ ャ ン セ ル が 発 生 し た 場 合

は ， 申 込 み が あ っ た も の と し て ， 請 求 食 数 に カ ウ ン ト す る 。  

緊 急 で 入 所 す る 児 童 へ の 食 事 提 供 は ， 保 存 可 能 で あ り ， 食 物

ア レ ル ギ ー に 配 慮 し た ク ッ ク チ ル 食 品 及 び レ ト ル ト 食 品 等 を 活

用 し ， で き る だ け 対 応 す る こ と 。 行 事 食 等 に お い て は 別 途 指 示

を 行 う 。  

(2) １ 回 当 た り の 予 定 食 数  

給 食 の 分 量 は ， 以 下 の ４ つ 年 齢 区 分 と し ， 同 一 献 立 で ， 食 材

の カ ッ ト の 大 き さ や 年 齢 に 応 じ た 盛 り 付 け 量 で 調 整 す る 。 「 教

育 ・ 保 育 施 設 等 に お け る 食 品 等 の 誤 嚥 に よ る 窒 息 事 故 の 防 止 に

つ い て （ こ ど も 家 庭 庁 通 知 ） 」 を 遵 守 し ， 安 全 へ の 十 分 な 配 慮

を 行 う こ と 。  

年 齢 区 分  区 分  予 定 食 数  

幼  幼 児  

（ ２ 歳 程 度 か ら

未 就 学 児 ）  

５ 食  

小 ：  

小 学 校 低 学 年

（ １ 年 生 か ら ３

年 生 ま で ）  

学 齢 児  

（ 小 学 生 か ら １

８ 歳 未 満 ）  

２ ０ 食  

中 ：  

小 学 校 高 学 年

（ ４ 年 生 か ら ６

年 生 ま で ）  

大 ：  

中 学 生 か ら １ ８

歳 未 満  

朝 ６ 食  

昼 １ ０ 食  

夕 １ ２ 食  

※ 検 食 及 び 保 存大 ：  職 員  



職 員  食 を 含 む  

※ 上 記 予 定 数 の ほ か ， 幼 児 及 び 学 齢 児 （ 以 下 「 児 童 」 と い

う ） の お か わ り 分 と し て ， 幼 児 １ 食 ， 学 齢 児 ５ 食 を 追 加 し

て 予 約 食 数 と す る 。 中 高 生 の 食 数 が 多 い 時 は ， 発 注 者 と 協

議 し ， お か わ り 分 を 増 や す 。  

※ ア レ ル ギ ー 対 応 食 と 特 別 食 に つ い て は ， 発 注 者 と 別 途 協 議

し ， お か わ り 分 は 用 意 し な い こ と と す る 。  

 

(3) 給 食 提 供 時 間  

配 膳 ， 喫 食 及 び 下 膳 の 時 間 は ， 原 則 と し て 下 表 の と お り と す

る 。  

一 時 保 護 所 調 理 室 内 で 調 理 し た 食 事 の 提 供 は ， 調 理 後 ２ 時 間

以 内 と し ， ２ 時 間 を 超 え た 食 事 を 提 供 し て は な ら な い 。  

給 食  

区 分  

配 膳 時 間  喫 食 時 間  下 膳 時 間  

幼 児  学 齢 児  幼 児  学 齢 児  幼 児  学 齢 児  

朝 食  7:30 7:30 7:40 7:40 8:20 8:20 

昼 食  11:50 12:00 12:00 12:10 12:40 12:50 

午 後  

補 食  

15:00 15:00 15:10 15:10 15:30 15:30  

夕 食  18:00 18:00 18:10 18:10 18:50 18:50 

※ 検 食 時 間 は 食 事 提 供 １ ０ 分 前 と す る 。  

※ や む を 得 な い 理 由 に よ り 喫 食 時 間 に 遅 れ る 児 童 が い る 場 合

は ， 適 時 ， 適 温 の 食 事 の 提 供 に 配 慮 す る こ と 。  

※ 上 記 時 間 に て 対 応 で き な い 場 合 （ 通 院 ， 学 齢 時 通 学 な ど ）

は 発 注 者 と 別 途 協 議 す る 。  

 

(4) 給 食 提 供 場 所  

幼 児 :幼 児 室 及 び 食 堂  

児 童 :食 堂 ， 居 室  

 

(5) 水 分 補 給  



受 注 者 は ， 発 注 者 が 指 定 す る 場 所 に 設 置 さ れ た ウ ォ ー タ ー ジ

ャ グ （ 冷 水 筒 ） に つ い て ， 児 童 が い つ で も 水 分 補 給 を 行 え る よ

う ， 開 所 時 間 中 （ ま た は 食 事 時 間 中 ・ 日 中 等 ） ， 常 時 麦 茶 が 満

た さ れ た 状 態 を 維 持 ・ 管 理 す る こ と 。  

受 注 者 は ， ウ ォ ー タ ー ジ ャ グ 内 の 残 量 を 定 期 的 に 巡 回 ・ 確 認

し ， 残 量 が 少 な く な っ た 場 合 は 速 や か に 補 充 を 行 う こ と 。  

ウ ォ ー タ ー ジ ャ グ の 洗 浄 ， 消 毒 ， お よ び 麦 茶 の 腐 敗 防 止 （ 定

期 的 な 中 身 の 入 れ 替 え 等 ） な ど の 衛 生 管 理 は ， 受 注 者 の 責 任 に

お い て 徹 底 す る こ と 。  

学 齢 児 の 日 中 の 活 動 時 間 帯 に お い て は ， 土 日 も 含 め て ， 学 齢

児 一 人 ひ と り に 水 筒 を 用 意 す る こ と 。  

提 供 時 間 や 提 供 方 法 に つ い て は ， 発 注 者 と 協 議 の 上 決 定 す る

こ と 。  

使 用 後 の 水 筒 等 に つ い て は ， 受 注 者 が 洗 浄 ， 保 管 す る こ と 。  

幼 児 に は 終 日 ， 水 筒 と コ ッ プ で 提 供 す る こ と 。  

 

６  業 務 実 施 体 制  

別 表 の と お り  

 

７  受 注 者 の 業 務  

  別 紙 の と お り  

 

８  施 設 設 備 及 び 物 品 等 の 管 理  

本 委 託 業 務 は ， 委 託 施 設 に 備 え 付 け ら れ た 施 設 ， 設 備 及 び 器 具

等 を 使 用 し て 行 う こ と を 基 本 と す る 。 受 注 者 は ， 委 託 施 設 に 備 え

付 け ら れ た 施 設 ， 設 備 及 び 器 具 等 の 使 用 に つ い て ， 善 良 な 管 理 者

の 注 意 義 務 を 負 う も の と す る 。  

な お ， 業 務 に 必 要 の な い も の は 給 食 室 に 持 ち 込 ま な い こ と と

し ， 特 段 の 事 情 に よ り そ の 必 要 が あ る 場 合 に は ， 市 の 許 可 を 得 る

こ と 。  

(1) 故 障 破 損 等 の 賠 償  



受 注 者 の 責 に 帰 す べ き 理 由 に よ り 施 設 ， 設 備 及 び 器 具 等 の 故

障 破 損 等 を 生 じ さ せ た 場 合 に は ， 受 注 者 は そ の 損 害 を 賠 償 す る

も の と す る 。  

(2) 配 置 機 器 類  

配 置 機 器 類 は 別 表 の と お り と す る 。  

(3) 物 品 の 調 達 等 に 係 る 費 用 負 担  

本 委 託 業 務 の 遂 行 に 当 た り 必 要 物 品 を 発 注 者 と 受 注 者 で そ れ

ぞ れ 費 用 負 担 す る 。  

な お ， 以 下 の も の と 別 に 必 要 と な っ た 物 品 に つ い て は ， 双 方

で 協 議 し ， 負 担 者 を 決 定 す る 。  

ア  発 注 者 の 負 担  

(ｱ) 給 食 室 等 の 施 設  

(ｲ) 標 準 的 な 調 理 用 設 備 備 品 ， 調 理 器 具 ， 発 注 者 負 担 が 適 当

と さ れ る 消 耗 品 （ 水 筒 ， ウ ォ ー タ ー ジ ャ グ 等 ）  

(ｳ) 給 食 用 の 食 器  

(ｴ) 調 理 業 務 に 係 る 光 熱 水 費  

(ｵ) 給 食 室 の 施 設 及 び 調 理 用 設 備 備 品 調 理 器 具 の 保 守 点 検 等

の 費 用 （ 受 注 者 が 調 達 し た も の を 除 く ）  

イ  受 注 者 の 負 担  

(ｱ) 本 委 託 業 務 に 必 要 な 被 服 等 （ ク リ ー ニ ン グ 費 用 も 含

む ） ， 消 耗 品 及 び 事 務 用 品 （ 雑 貨 文 具 類 を 含 む ）  

(ｲ) 調 理 用 消 耗 品 ， 洗 浄 ， 清 掃 ， 日 常 点 検 に 必 要 な 用 具 類 及

び 設 備 器 具 の 手 入 れ 用 品  

(ｳ) 洗 浄 ， 清 掃 及 び 日 常 点 検 に 必 要 な 洗 剤 類 ， 薬 品 類  

(ｴ) 食 器 洗 浄 機 の 専 用 洗 剤  

(ｵ) 委 託 業 務 従 事 者 の 福 利 厚 生 の た め に 使 用 す る 物 品  

(ｶ) 営 業 許 可 申 請 経 費  

(ｷ) そ の 他 ， 日 常 的 に 使 用 す る 消 耗 品 等 で ， 受 注 者 が 当 然 負

担 す べ き も の  

※ 受 注 者 の 負 担 で 使 用 す る 物 品 類 は ， で き る か ぎ り 環

境 負 荷 に 配 慮 し た 製 品 を 調 達 す る こ と 。 原 則 ， 洗 剤 類

は 合 成 洗 剤 で は な く 石 け ん を 使 用 す る こ と 。 ま た ， ビ



ニ ー ル 製 品 （ ビ ニ ー ル 袋 ラ ッ プ 等 ） は ダ イ オ キ シ ン の

発 生 し な い も の を 使 用 す る こ と 。  

ウ  備 品 等 の 持 込 み  

受 注 者 が 独 自 に 備 品 を 持 ち 込 む 際 は ， 発 注 者 の 承 認 を 得 る

こ と 。  

 

９  立 ち 入 り 区 域 の 制 限  

受 注 者 が 本 施 設 内 で 立 ち 入 る こ と が で き る 区 域 は ， 原 則 と し て

「 給 食 室 （ 厨 房 ， 更 衣 休 憩 室 等 ） 」 及 び 「 食 材 ・ 物 品 の 搬 入 ・ 搬

出 に か か る 最 短 の 指 定 経 路 （ 出 入 り 口 か ら 給 食 室 ま で ） 」 に 限 定

す る 。  

区 域 お よ び 経 路 以 外 の 場 所 （ 事 務 室 ， 児 童 居 室 ， 共 有 ス ペ ー ス

等 ） へ の 立 ち 入 り は ， 原 則 と し て 一 律 禁 止 と す る 。  

業 務 上 ， や む を 得 ず 指 定 区 域 外 へ 立 ち 入 る 必 要 が あ る 場 合 は ，

事 前 に 発 注 者 の 許 可 を 得 た 上 で ， 発 注 者 の 指 示 ま た は 同 行 の も と

で 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

 

１ ０  個 人 情 報 保 護  

本 委 託 業 務 へ の 従 事 に 当 た っ て は ， 市 民 の 個 人 情 報 及 び 秘 密

の 取 扱 い を 要 す る 行 政 運 営 情 報 （ 以 下 「 秘 密 情 報 等 」 と い

う 。 ） の 遵 守 保 護 に 努 め る よ う ， 全 て の 従 事 者 に 徹 底 し ， 以

下 の 事 項 を 遵 守 す る こ と 。 ま た ， 受 託 者 は こ の 契 約 の 履 行 に

あ た り 個 人 情 報 を 取 り 扱 う 場 合 に は ， 「 個 人 情 報 の 保 護 に 関

す る 法 律 」 等 の 関 係 法 令 ， そ の 他 本 業 務 委 託 契 約 条 項 当 を 遵

守 し な け れ ば な ら な い 。  

(1) 受 託 業 務 に 関 す る 秘 密 情 報 等 の 漏 洩 ， 改 ざ ん ， 毀 損 ， 滅 失 等

の 防 止 等 及 び 秘 密 情 報 等 の 保 護 の た め に ， 研 修 や チ ェ ッ ク 体 制

の 確 保 等 必 要 な 措 置 を 講 じ る こ と 。  

(2) 受 託 業 務 に 関 し て 知 り 得 た 秘 密 は 漏 ら さ な い こ と 。  

(3) 受 託 し た 業 務 は ， 原 則 と し て 再 委 託 し な い こ と 。 再 委 託 を 行

う 必 要 が あ る 場 合 は ， 事 前 に ， 再 委 託 の 必 要 性 ， 再 委 託 先 及 び

再 委 託 先 の 情 報 管 理 体 制 を 記 載 し た 書 面 を も っ て 発 注 者 の 承 認

を 求 め る こ と 。  



 

１ １  営 業 許 可 及 び 代 行 保 証  

受 注 者 は ， 本 契 約 に 基 づ く 業 務 の 開 始 ま で に ， 食 品 衛 生 法 第

５ ２ 条 に 基 づ く 営 業 許 可 を 取 得 し ， そ の 写 し を 市 に 提 出 す る

こ と 。  

受 注 者 は ， 労 働 争 議 ， 法 定 伝 染 病 及 び 食 中 毒 そ の 他 の 事 情

に よ り 一 時 的 に 受 託 業 務 の 遂 行 が 困 難 と な っ た 場 合 に 備 え ，

受 注 者 の 責 任 に お い て 代 行 保 証 制 度 へ の 加 入 等 を 行 い ， 業 務

を 代 行 で き る 能 力 が 担 保 さ れ た 体 制 整 備 を す る こ と 。  

ま た ， 市 に 加 入 証 明 書 の 写 し 等 ， 代 行 体 制 の 整 備 状 況 が 分 か

る 署 名 を 履 行 開 始 日 前 日 ま で に 提 出 す る こ と 。  

な お ， 代 行 業 者 の 代 行 に よ っ て も 規 定 さ れ た 食 事 が 提 供 で き

な い 場 合 ， 仕 出 し 等 の 手 配 に よ り ， 受 注 者 の 責 任 に お い て 食

事 の 提 供 を 行 い ， 発 注 者 に 損 害 を 生 じ さ せ な い よ う に す る こ

と 。  

 

１ ２  災 害 時 対 応  

地 震 等 の 大 規 模 災 害 の 場 合 ， 業 務 を 継 続 で き る バ ッ ク ア ッ プ

体 制 を 確 保 す る 。  

給 食 材 料 の 納 入 が 停 止 し ， 調 理 業 務 が 履 行 で き な い 場 合 は ，

発 注 者 の 保 管 す る 災 害 時 非 常 備 蓄 食 品 を 使 用 し ， 市 と 協 議 の

上 ， 食 事 の 提 供 を す る こ と 。 ま た ， 災 害 時 の 非 常 食 の 提 供 や

救 護 活 動 等 に 可 能 な 限 り 協 力 す る こ と 。  

 

１ ３  業 務 委 託 料 の 支 払  

(1) 支 払 方 法 は ， 概 算 払 い と す る 。  

(2) 受 注 者 は ， 各 月 の 業 務 開 始 後 ， 発 注 者 に 対 し 請 求 書 を 提 出 す

る こ と に よ り ， 委 託 料 内 訳 書 の 各 月 の 金 額 を 上 限 と し て 業 務 委

託 料 の 支 払 を 請 求 す る こ と が で き る 。  

(3) 受 注 者 は ， 発 注 者 に 請 求 を 行 っ た と き は ， 当 該 請 求 を 行 っ た

日 か ら 起 算 し て ３ ０ 日 以 内 に ， 各 月 ご と の 業 務 委 託 料 の 支 払 い

を 受 け る も の と す る 。  

 



１ ４  実 績 報 告  

(1) 受 注 者 は ， 本 件 業 務 の 委 託 期 間 の 各 会 計 年 度 の 末 日 ま で に ，

発 注 者 の 指 示 す る 様 式 に よ り ， 実 績 報 告 書 を 提 出 し な け れ ば な

ら な い 。  

(2) 受 注 者 は ， 発 注 者 か ら 実 績 報 告 書 の 内 容 に つ い て 説 明 を 求 め

ら れ た 場 合 ， こ れ に 応 じ な け れ ば な ら な い 。 ま た ， 発 注 者 か ら

必 要 に 応 じ て 内 容 の 加 除 又 は 修 正 を 求 め ら れ た 場 合 は ， 速 や か

に こ れ に 対 応 し な け れ ば な ら な い 。  

 

１ ５  福 利 厚 生  

休 憩 は 委 託 施 設 に あ る 更 衣 休 憩 室 を 使 用 す る こ と 。 食 事 も 更 衣

休 憩 室 等 で と る こ と と す る 。 ま た ， 委 託 業 務 従 事 者 の 福 利 厚 生 の

た め に 使 用 す る 備 品 の 調 達 維 持 管 理 は ， 受 注 者 の 負 担 と す る 。  

 

１ ６  提 出 書 類  

  別 紙 の と お り  

 

１ ７  受 注 者 の 責 務  

(1) 受 注 者 の 責 務 に お い て ， 調 理 場 内 に お け る 業 務 関 係 者 に 対 す

る 安 全 対 策 に 万 全 を 期 し ， 事 故 防 止 に 関 す る 必 要 な 措 置 を 講 ず

る こ と 。  

(2) 受 注 者 は ， 常 に 善 良 な る 管 理 者 の 注 意 を も っ て 業 務 を 遂 行

し ， 業 務 の 進 捗 状 況 つ い て 確 認 の 上 適 宜 報 告 す る こ と 。  

(3) 受 注 者 は ， 関 係 法 令 等 を 遵 守 し ， そ の 適 用 及 び 運 用 は ， 受 注

者 の 責 任 に お い て 適 切 に 行 う こ と 。 な お ， 令 和 ８ 年 １ ２ 月 ２ ５

日 施 行 予 定 の 「 学 校 設 置 者 等 及 び 民 間 教 育 保 育 等 事 業 者 に よ る

児 童 対 象 性 暴 力 等 の 防 止 等 の た め の 措 置 に 関 す る 法 律 」 に お い

て も ， 必 要 な 対 応 を 講 じ る こ と 。  

(4) 受 注 者 は ， 業 務 上 知 り 得 た 秘 密 を 第 三 者 に 漏 ら し て は な ら な

い 。 契 約 の 解 除 及 び 期 間 満 了 後 に お い て も 同 様 と す る 。  

 

１ ８  協 議 事 項  

契 約 条 項 及 び 仕 様 書 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は ， 市 と 受 注



者 間 で 協 議 の 上 ， 別 途 定 め る も の と し ， 必 要 に 応 じ て 契 約 条

項 ， 委 託 仕 様 書 等 の 契 約 書 類 に そ の 内 容 を 明 記 す る こ と と す

る 。  

 

１ ９  担 当  

〒 ２ ７ ７ － ０ ０ ０ ４  

柏 市 柏 下 ６ ５ － １ ウ ェ ル ネ ス 柏 ４ 階  

柏 市 役 所 こ ど も 部 こ ど も 相 談 セ ン タ ー 開 設 準 備 係 ： 梅 田 （ 明 ）  

電 話 ： ０ ４ － ７ １ ２ ８ － ５ ２ ９ ０  

 


